
第８章 添付書類をアップロード・送信する 

１ 添付書類をアップロード・送信する 
書類送信の締め切りは、 
 
◎令和６年１１月８日（金）２３︓００ 
・建設工事と設計調査測量を申請するとき 
・建設工事と土木施設維持管理を申請するとき 
・建設工事、設計調査測量、土木施設維持管理を全て申請するとき 
・設計調査測量のみを申請するとき 
・土木施設維持管理のみを申請するとき 
・設計調査測量と土木施設維持管理を申請するとき 
 
◎令和６年１１月２２日（金）２３︓００ 
・建設工事のみを申請するとき                       です。 
締め切りを過ぎた送信は受け付けられませんので、時間に余裕をもって送信してください。 

 

 ⑴ 申請受付システムで入力データを送信後、 

  申請事務担当者メールアドレスあてに書類 

  の提出方法の案内が届きます。 

  ※ 申請受付システムでデータを送信しているのに、申請事務担当者メールアドレスにメールが届かな 
   い場合は、電子メールで書類を御提出ください。（75ページを御参照ください。） 
 

 ⑵ 案内に従って、事業者申請ポータルにアクセス。「競争入札参加資格申請」を選択し、 

  ユーザ名、パスワードを入力し、ログインしてください。 

 

件名【工事等競争入札参加資格申請】 
  書類提出方法のご案内 
  ■受付番号  ︓ 
  ■アクセスキー︓ 
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 ⑶ 「【工事】更新・変更 添付書類提出フォーム」を選択してください。 

 

 ⑷ 添付書類提出フォームに、受付番号・アクセスキーを入力し、入力チェックボタンを 

  押してください。行政書士が代理申請する場合は、「行政書士記入欄」を記入してください。 

 

① 

申請受付システムでデータを送信後、申請

事務担当者メールアドレスあてに届いた受

付番号、アクセスキーを入力してください。 
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 ⑸ 「入力チェック」ボタンを押すと、添付フォーム(下図①)が出てきますので、「電子 

  ファイルで提出します」を選択し、添付ファイルを添付(下図②)し、送信(下図③)しま 

  す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

①

② 

③ 

添付ファイルの送信方法 
①申請書類を電子で用意する 
②種類ごとに分けたファイルに名前を付ける。 
  例：01 送付【業者ID】.pdf 
        02 一覧【業者ID】.xlsx 
        08 許可【業者ID】.pdf 
        23 埼玉県【業者ID】.pdf 
ファイル名の付け方は22～24ページを確認。 
③クリップボタンを押して、ファイルを添付 
 ＊添付ファイルの数に制限はありません。 
④送信ボタンをクリック 
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 ⑹ 申請完了です。メッセージの入力等は必要ございません。書類の不備、不足等があっ 

  た場合のみこちらからご連絡いたします。(連絡は原則、電話またはメールでします。) 

 

 
 ○ 書類を追加で送りたいとき 
   書類を追加で送付する場合は下記にメールで送付してください。 
   ※ 原則、事業者申請ポータルでの書類の追加はできません。 
  【メール送付先】送付先︓a5770-10@pref.saitama.lg.jp 
   件名は「【令和７・８年度更新申請書類】業者ID 商号又は名称 の追加書類提出」としてく 
  ださい。 

 

 ○ 複数事業所(複数業者)の書類を送付するとき 
   本店の担当者が複数の事業所の書類を送付する場合や、行政書士が複数の業者の代理 
  申請をする場合、書類は「事業所ごと（業者 ID ごと）」にアップロードしてくださ 
  い。（事業者登録は１度で問題ございません。） 
  例 A 行政書士が「㈱県庁建設 本店」「㈱県庁建設 埼玉支店」「㈱県庁設計 本 
   店」を申請する場合 
   → Ａ行政書士として事業者登録をし、それぞれの事業所ごとに書類を事業者申請ポ 
    ータルでアップロードする。(例の場合、合計３回アップロードすることになりま 
    す。) 

  

入力不要です。 
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○事業者申請ポータルでアップロードした書類の送信状況を確認する方法○ 

 

 １ ログインした状態で、右上の「過去の申請」をクリックします。 

 

 

 ２ 送信履歴が一覧で表示されるので、確認したい送信履歴をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士が代理申請した場合は、「キーワード検索」に
業者名を入力して検索すると、該当する業者のみが 
検索結果に表れます。 
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 ３ 送信した書類一覧が表示されます。送信した書類を確認する場合は、表示されるファイル名を 

  クリックします。また、詳細を確認する場合は「関連レコード」をクリックします。 

 

 ４ ３で関連レコードをクリックすると、詳細情報が確認できます。 

 
 

行政書士が代理申請した場合は、 
行政書士記入欄で業者名を確認できます。 
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書類の事業者申請ポータルへの添付が難しい場合、メールでお送りください。 

メールでの送付も難しい場合のみ、郵送としてください。 
 

【メールの場合】※表紙の受付期間外に送信されたメールでは申請を受け付けません。 
 以下の宛先に提出書類を添付して送信してください。(２２～２３ページ記載の添付書
類名称一覧のとおり名前を付けてください。) 
 宛先︓a5770-10@pref.saitama.lg.jp 
 件名は「【業者ID】商号又は名称 の書類提出」としてください。 
 ※ 書類到達時にメールの返信を希望する場合は、「【要返信】【業者ID】商号又は 
  名称 の書類提出」としてください。 

 

【郵送の場合】※表紙の受付期間外の消印で書類送付された場合は申請を受け付けません。  
   以下のとおり書類を郵送してください。 
 
 ⑴ 次のとおり書類をまとめてください。 
  ア 共通書類、自治体別書類をそれぞれ、チェックリスト（別冊１）を先頭にし、チェッ 
   クリストに記入された順番に書類を重ねてください。 
  イ 共通書類をダブルクリップで留め、自治体別書類は自治体ごとに左上をダブルクリッ 
   プで留めてください。(ホチキスは使用しないでください。) 
   ※ 自治体別書類が無い自治体については、チェックリストを印刷し提出してくださ 
    い。 
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 ⑵ 封筒の表に「 令和７・８年度工事 更新申請書類在中 」と 赤 で記載してください。 
 
 ⑶ 提出書類（共通書類 ＋ 自治体書類）をまとめて、共同受付窓口（埼玉県入札審査課） 
  に提出してください。申請する自治体へ送付しないでください。 
   また、複数の封筒等に分けて提出する場合、１/２、２/２と記入し、郵送してください。 
 
 ⑷ 書類は信書に該当します。 
   信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法（簡易書留、レターパック等）で郵送 
  してください。（メール便、宅配便では信書を送付できないため不可。持参不可。）なお、 
  書類到達の確認に係る問合せには、対応しません。 
 
 ⑸ 書類の送付先 
 
 
 
 
 

※ 受付最終日を過ぎた消印の押された書類での申請は、認められません。 
受付最終日のポストへの投函や郵便局窓口への提出は、受付最終日の消印が
押されない可能性がありますので、御注意ください。 
窓口提出日の引受消印を押してもらう方法については、郵便局のホームページを確認してください。
https:/www.post.japanpost.jp/question/707.html 

※ 受付最終日までの消印が押された書類であっても、書類に不備、不足がある場合は申請を受理で
きません。 

※ 提出の際は不備、不足がないか、よく確認してください。また、不備、不足があった場合に余裕
をもって対応できるように、早めに申請してください。 

※ 書類収受の確認印を希望する場合、返送先を明記したハガキ（８５円切手貼付・裏面未記入）を
１事業所につき１枚のみ同封してください。また、返送先の記入漏れ、返信用切手の貼付漏れ（料
金不足も含みます）の場合、返送しません。なお、返送先が行政書士の場合は事業所名等を明記し
てください。ただし、申請先自治体が複数あっても確認印の返送は１枚のみです。 

 
 注意事項 
 ⑴ 資格審査申請の内容に虚偽があったときは、各自治体の規程等に基づき登録が抹消されることが

あります。 
 ⑵ 申請書類の提出はそれぞれ１部ですが、共同受付窓口や自治体から問合せ等をする場合がありま

すので、写しを保管してください。申請書類に不備・不足等があった場合は、追加で不備・不足書
類等の提出を求める場合があります。一定期間内に提出されない場合、申請が却下となることもあ
りますので、御注意ください。 

 ⑶ 申請（入力データの送信）後は、希望する自治体、業種、業務を追加することは一切できません。 
 ⑷ 提出された書類やデータに不備があった場合、他の書類等で正しい内容が確認できる場合は、共

同受付窓口で内容を修正することがあります。 
 ⑸ 提出された書類は返却できません。 
 ⑹ 書類作成等についての対面相談は行いません。 

〒３３０－９３０１  埼玉県 さいたま市 浦和区 高砂３－１５－１ 

 埼玉県 総務部 入札審査課 共同受付窓口 (工事) 

 電話：０４８－８３０－５７７１（9/17（火）から専用電話：０４８－７１１－３５６７） 
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